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員
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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
統
一
・
移
行
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｊ
Ｐ
ド
メ
イ
ン
の
登
録
管
理
を
行

っ
て
い
る
株
式
会
社
日
本
レ
ジ
ス
ト
リ
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
を
登
録
す
る
資
格
の
あ
る
組
織
が
運
用
す
る
ド

メ
イ
ン
の
う
ち
、
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
と
非
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
の
数
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成
二
十

九
年
四
月
の
調
査
で
は
、
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
が
五
百
十
四
、
非
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
が
千
百
四
十
五
で
あ
っ
た
。

「
電
子
行
政
分
野
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
な
利
用
環
境
整
備
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十

五
日
各
府
省
情
報
化
統
括
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
連
絡
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
内
閣
官
房
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
総
合
戦
略

室
が
策
定
し
た
「
ド
メ
イ
ン
管
理
ガ
イ
ド
（
二
・
〇
版
）
」
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
）
に
お
い
て
は
、
各
府
省
庁
が

運
用
す
る
非
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
に
つ
い
て
「
速
や
か
に
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
へ
の
移
行
を
行
う
こ
と
と
す
る
」
等
の
基
本
原
則
を
定

め
て
お
り
、
各
府
省
庁
は
、
こ
の
基
本
原
則
に
基
づ
き
、
当
該
非
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
の
ｇ
ｏ
ド
メ
イ
ン
へ
の
移
行
を
推
進
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
酷
似
す
る
ド
メ
イ
ン
」
、
「
偽
サ
イ
ト
」
及
び
「
こ
れ
ら
の
サ
イ
ト
作
成
や
被
害
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
各
府
省
庁
が
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
の
た
め
に
採
る
べ
き
対
策
等

の
基
準
を
定
め
た
「
政
府
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
（
平
成
二
十
八
年
度
版
）
」
（
平
成
二
十

八
年
八
月
三
十
一
日
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
、
「
府
省
庁
外
向
け
に
提
供
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
等
が
実
際
の
府
省
庁
提
供
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
利
用
者
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
政
府
ド
メ
イ
ン
名
を
情
報
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
使
用
す
る
よ
う
仕
様
に
含
め
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
。

二


